
同 意 書 

 

 

１ 嘉手納町長が、子ども・子育て支援法第 16 条（第 30 条の 3 により準用される場合を

含む）の規定に基づき、支給認定証の交付、副食費の減免等のため、申請者及び同一世

帯員の個人情報を次の方法により確認し提供を求めることについて、同意します。 

  ①住民基本台帳の閲覧・複写 

  ②住民税課税台帳、課税資料等の閲覧・複写 

  ③児童扶養手当受給者台帳及び特別児童扶養手当受給者台帳の閲覧・複写 

  ④世帯状況、課税状況等に関して、他市町村に対しての情報照会 

 

２ 嘉手納町長が、入所児童及び保護者又は扶養義務者の個人情報について、次の場合に

限り関係機関等第三者へ情報提供することについて、同意します。 

  ①特に必要があると認められる場合に限り、教育・保育施設への次の個人情報の提供 

   1）氏名、生年月日、連絡先などの入所申込書及び添付資料等に記載された個人情報 

  ②児童相談所等の公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合 

  ③児童が給付を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認め

られた場合 

  ④その他、町長が必要と認める場合 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

嘉手納町長 殿 

                   続柄               続柄 

  保護者署名          印 （父・母）          印 （父・母） 

 


